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松江総合運動公園指定管理者募集要項 

（令和２年度公募用） 

 

本募集要項により、以下のとおり松江総合運動公園の指定管理者を募集します。 

 

１ 施設の概要 

【公園施設】 

（1）施設の名称 松江総合運動公園 

（2）所在地   松江市上乃木十丁目 2743番 1 

（3）開設時期  昭和 53年度 

（4）規模    敷地総面積 353,000㎡ 

（5）施設内容   

 ・1号駐車場 駐車台数 普通車 162台、身障者用 4台 

 ・2号駐車場 駐車台数 普通車 96台 

 ・3号駐車場 駐車台数 普通車 105台 

 ・中央広場   モニュメント（噴水あり）1基、バスケットリング 3基、ベンチ 16基、 

        水飲み場 1基 

 ・お城の探検広場 コンビネーション遊具 1基 

 ・自由広場  普通車 200台程度駐車可能、トイレ 1棟 

 ・子供広場  コンビネーション遊具 1基、すべり台 1基、ターザンロープ 1基、 

        スプリング遊具 2基、ブランコ 1基、砂場 1基、パーゴラ 1基、 

        東屋 1基、水飲み場 1基、ベンチ 4基 

 ・多目的広場 1 普通車 70台程度駐車可能 

 ・多目的広場 2 普通車 20台程度駐車可能 

 ・出会いの広場 水飲み場 1基、時計台 1基、ベンチ 20基 

 ・憩いの広場  水飲み場 2基、大型整理運動遊具 1基、平行棒 1基、ザイルクライミ

ング 1基、上体そらし台 1基、ベンチ 5基、東屋 1棟 

 ・ふれあい広場 水飲み場 1基 

 ・健康広場   野外卓セット 1基 

 ・芝生広場 

 ・木陰広場   トイレ 1棟、東屋 1棟、ベンチ 3基 

 ・自然散策道 

 ・ふるさとの森 

 ・奥山池    東屋 1棟、野外卓セット 1基 

 ・その他    雑木林など 

 



（6）公園施設の設置目的   

主として市民の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供するため設置 

するもの。 

【体育施設】 

（1）施設の名称 松江市営陸上競技場 

ア）所在地   松江市上乃木十丁目 4番 1号 

イ）供用期間  1月 4日から 12月 28日まで 

  ＊休場日  12月 29日から翌年 1月 3日まで 

  ＊供用時間 9時から日没まで 

ウ）開設時期  昭和 56年 3月 

エ）施設内容（陸上競技場他）     

敷地面積 36,274㎡、延床面積 6,784㎡（メインスタンド）     

    構造・規模（第 2種公認陸上競技場・メインスタンド他） 

・競技場 メインスタンド 鉄筋コンクリート造一部 3階建 

     ・トラック 400m 8コース（ポリウレタン系全天候型舗装） 

     ・芝スタンド（10,628㎡） 

     ＊行政財産使用許可を行い「一般財団法人島根陸上競技協会」に、競技場の一 

室を貸し付けています。光熱水費は指定管理料に含まれます。 

    ＊現在、行政財産使用許可している部分 ◎自動販売機 9台 

（2）施設の名称 松江市営補助競技場 

ア）所在地   松江市上乃木十丁目 4番 1号 

イ）供用期間  1月 4日から 12月 28日まで 

  ＊休場日  12月 29日から翌年 1月 3日まで 

  ＊供用時間 9時から 21時まで 

ウ）開設時期  昭和 53年 3月（人工芝ピッチ 平成 18年 3月） 

エ）施設内容（補助競技場他） 

   敷地面積 18,550㎡ 

構造・規模（トラック・JFA公認人工芝ピッチ・クラブハウス） 

    ・トラック 435m…直走路 3レーン、周回 2レーン（全天候舗装） 

    ・フィールド…サッカーコート（110×73m）、フットサルコート（43×23m）2 

     面 

     ＊現在、行政財産使用許可している部分 ◎自動販売機 3台 

（3）施設の名称 松江市営野球場 

ア）所在地   松江市上乃木十丁目 4番 1号 

イ）供用期間  3月 1日から 12月 28日まで 

  ＊休場日  12月 29日から翌年 2月末日まで 



  ＊供用時間 9時から 21時まで 

ウ）開設時期  昭和 53年 9月 

エ）施設内容（野球場他） 

敷地面積 24,400㎡ 

建物敷地面積 メインスタンド 1,294㎡・スタンド（内・外野）8,833㎡ 

構造・規模 

・鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建（スタンド銀傘付） 

    ・両翼 92m 中堅 120m（内野黒土・外野芝）ダッグアウト他 

    ・照明塔（内野平均照度 1,200ルックス）6基 

    ・スコアボード電光表示（磁気反転式） 

     ＊現在、行政財産使用許可している部分 ◎自動販売機 4台 

（4）施設の名称 松江市営庭球場 

ア）所在地   松江市上乃木十丁目 4番 1号 

イ）供用期間  1月 4日から 12月 28日まで 

  ＊休場日  12月 29日から翌年 1月 3日まで 

  ＊供用時間 9時から 21時まで 

ウ）開設時期  東庭球場 昭和 55年 5月 

          西庭球場 平成 16年 1月 

エ）施設内容（東・西庭球場、クラブハウス） 

敷地面積 11,760㎡（東 5,520㎡、西 6,240㎡） 

構造・規模 

・クラブハウス（東）鉄筋モルタル造 2階建 126㎡ 

           （西）一部鉄骨造平屋建 206㎡ 

    ・テニスコート 16面（東 8面、西 8面）・砂入り人工芝コート 

    ・照明塔（500ルックス）東西各 12基 

    ＊現在、行政財産使用許可している部分 

     ◎自動販売機 3台（東庭球場 2台、西庭球場 1台） 

     ◎西庭球場には上記の他に松江市身障者福祉協会が設置している自動販 

売機が 2台あります。 

（5）施設の名称 こどもスポーツ広場 

ア）所在地   松江市上乃木十丁目 4番 1号 

イ）供用期間  1月 4日から 12月 28日まで 

  ＊休場日  12月 29日から翌年 1月 3日まで 

  ＊供用時間 9時から 21時まで 

ウ）開設時期  平成 20年 8月 

エ）施設の内容  



敷地面積 722㎡（19m×38m） 

      構造・規模 

     ・鉄骨平屋（高さ 7.90m） 

        ・屋根：ポリエステル製膜構造 床：透水性オムニ芝 

     ・競技施設：フットサルコート（16.08m×34.00m）1面 

     ・照明設備：水銀灯 HF400W 10基（コイン式照明自動点灯盤） 

＊現在、行政財産使用許可している部分 ◎自動販売機 1台 

体育施設の設置目的 

 スポーツの振興及び文化の向上を図るため、スポーツや集会等の用に供し、もって市民の

心身の健全な発達に寄与するため設置するもの。 

※各施設の利用及び収支等の状況は仕様書に記載 

※公園施設と体育施設の管理区域は別図 1を参照 

 （別図 1に示す県立プールは島根県の所管区域であり、指定管理業務の範囲外とする。） 

 

２ 指定期間 

令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで（5年間） 

ただし、地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。）第 244条の 2第 11

項の規定に基づき、当該公の施設の管理の適正を期するために市が行う指示に指定管理

者が従わない場合、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認

めるときは、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ず

る場合があります。 

 

３ 問合せ先 

住  所 〒690‐8540松江市末次町 86番地 

【公園施設】担当部局 松江市歴史まちづくり部公園緑地課 

電話番号 0852-55-5522 

ＦＡＸ  0852-55-5676 

電子メール kouen@city.matsue.lg.jp 

【体育施設】担当部局 松江市政策部スポーツ課 

電話番号 0852-55-5337 

ＦＡＸ  0852-55-5565 

電子メール sports@city.matsue.lg.jp 

 

 

４ 募集日程 

（1）申請書の提出期間  令和 2年 7月 13日（月）～8月 31日（月） 

mailto:kouen@city.matsue.lg.jp


（2）仕様書等の配布期間 令和 2年 7月 13日（月）～8月 31日（月） 

（3）現地説明会     令和 2年 7月 22日（水） 

（4）質問の受付     令和 2年 7月 13日（月）～8月 17日（月） 

（5）選定審議会     令和 2年 10月予定（正式な日程は別途連絡します。） 

（6）指定管理者候補者の選定  選定審議会後 2週間程度 

（7）申請の資格等    令和 2年 10月上旬（新たに法人等を設立する場合） 

（8）指定管理者の指定  令和 2年 11月議会（予定） 

 

５ 管理の基準 

下記の供用時間等を標準仕様としており、経費の積算においてもこれを前提としてい

ます。申請書においては、この供用時間等の変更は認めません。 

（1） 供用時間 

◎公園施設 

＊供用期間  1月 1日から 12月 31日まで 

＊供用時間  終日（ただし、22時から翌日 6時までは車両進入不可） 

 

◎松江市営陸上競技場 

＊供用期間  1月 4日から 12月 28日まで 

＊供用時間  9時から日没まで 

 

◎松江市営補助競技場 

＊供用期間  1月 4日から 12月 28日まで 

＊供用時間  9時から 21時まで 

 

◎松江市営野球場 

＊供用期間  3月 1日から 12月 28日まで 

＊供用時間  9時から 21時まで 

 

◎松江市営庭球場 

＊供用期間  1月 4日から 12月 28日まで 

＊供用時間  9時から 21時まで 

 

◎こどもスポーツ広場 

＊供用期間  1月 4日から 12月 28日まで 

＊供用時間  9時から 21時まで 

ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に供用時



間を変更することができます。 

（2）休場日 

◎松江市営陸上競技場 

＊休場日   12月 29日から翌年 1月 3日まで 

◎松江市営補助競技場 

＊休場日   12月 29日から翌年 1月 3日まで 

◎松江市営野球場 

＊休場日   12月 29日から翌年 2月末日まで 

◎松江市営庭球場 

＊休場日   12月 29日から翌年 1月 3日まで 

◎こどもスポーツ広場 

＊休場日   12月 29日から翌年 1月 3日まで 

ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休場日

を変更又は指定することができます。 

（3）施設の利用の制限に関する事項 

【公園施設】 

  松江市都市公園条例（平成 17年松江市条例第 340号。以下「公園条例」という。） 

第 6条第 1項に定める場合には、松江市長の許可が必要となります。 

【体育施設】 

 ①松江市指定管理者の管理する運動施設設置及び管理に関する条例(平成 17 年松江市

条例第 403号。以下「運動施設条例」という。)第 7条に定める場合には、指定管理者

は利用を許可しないことができます。 

 ②運動施設条例第 8 条第 1 項に該当する場合は、指定管理者は利用の許可を取消し、

又は利用を制限し、若しくは停止することができます。  

（4）施設の利用の許可及び承認について 

【公園施設】 

都市公園法及び公園条例で規定する使用許可等は市が行います。許可等に対して問

い合わせがあった場合は、速やかに市へ問い合わせるよう説明してください。 

【体育施設】 

運動施設条例第 6条に従ってください。 

（5）利用料金 

松江総合運動公園体育施設の管理運営に当たっては法第 244条の 2第 8項の規定に

基づく「利用料金制」を採用します。 

利用料金制度とは、利用者が支払う利用料金を直接指定管理者の収入とすることが

できる制度です。 

公園施設に係る公園条例第 14 条に規定する使用料については、市が直接収受する



収入とし、「利用料金制」を採用しません。 

（6）松江市情報公開条例の適用について 

指定管理者は、松江市情報公開条例（平成 17年松江市条例第 14号）第 31条の 2の

規定に基づき、情報公開の努力義務を負います。また、指定管理者に指定された後に

松江市と締結する協定書において、松江市から管理業務に関する文書等（管理業務の

遂行に当たり作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録等で指定管理者が保有

しているもの）の提出の求めがあった場合には、これに応じなければならない義務を

負います。 

（7）松江市個人情報保護条例の適用について 

指定管理者は、管理業務の遂行に伴って個人情報を取り扱う場合には、個人情報の

適正管理に関して松江市個人情報保護条例（平成 17 年松江市条例第 15 号）第 11 条

の 2 の規定に基づき徹底した個人情報の保護に努める義務を負います。また、別紙 1

に定める事項を遵守してください。なお、個人情報の漏洩等の行為には、松江市個人

情報保護条例第 43 条、第 44 条及び第 46 条に基づく罰則が適用される場合がありま

す。 

（8）松江市暴力団排除条例の適用について 

指定管理者は、松江市が設置した公の施設が暴力団（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）の活動に利用され、又は暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認め

られるときは、当該公の施設の利用の許可について定める他の条例の規定にかかわら

ず、当該条例の規定に基づく利用の許可をせず、又は当該利用の許可を取り消すなど

の対応を徹底しなければなりません。また、警察が公の施設において排除措置の対象

となる行為が行われている又は行われるおそれがあるとして、暴力団員等による公の

施設の利用停止を求める要請があった場合においても同様の対応を行わなければな

りません。 

 （9）障がい者への合理的配慮の提供について 

    指定管理者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第

65号）に基づき、主務大臣の対応方針を遵守することに加え、必要に応じ、松江市が

定めた「職員対応要領」を踏まえた合理的配慮を提供することに留意してください。 

 

６ 業務の範囲 

【公園施設】 

(1)公園施設の施設及び設備（以下「公園施設等」という。）の維持管理に関する業務 

(2)松江総合運動公園の利用促進に関する業務 

(3)その他都市公園の管理に関し市長が必要と認める業務 

※詳細は仕様書を参照してください。 



 

【体育施設】 

(1)体育施設の施設及び設備（以下「体育施設等」という。）の利用の許可に関する業務 

(2)利用料金の徴収、減免及び還付に関する業務 

(3)体育施設等の維持管理に関する業務 

(4)スポーツ振興を目的とする各種催しの企画及び実施に関する業務 

(5)その他体育施設の管理に関し松江市が必要と認める業務 

※詳細は仕様書を参照してください。 

 

７ 指定管理業務に関する経費等 

(1) 松江市は、松江総合運動公園の管理に必要な経費として、一定額の指定管理料を毎

年度予算の範囲内で支払います。この指定管理料の金額については、収支予算書の提出

によって申請者からの提案を受けます。ただし、年間指定管理料は下記の支出見込額か

ら収入見込額を差し引いた額を上限とします。指定管理者に決定した場合、提出された

収支予算書の提案額及び年度ごとに提出される年度事業計画書に基づき松江市と指定

管理者との間で締結する協定書で定めた額を支払うものとします。また、指定管理料は

分割支払とすることとし、分割方法や支払時期についても協定書で定めます。 

  （千円）    

 公園施設 体育施設 合計 

支出見込額 17,320 65,867 83,187 

収入見込額            ― 33,222 33,222 

年間指定管理料 17,320 32,645 49,965 

消費税及び地方消費税を含みます。 

 

（2）松江市が指定管理者に支払う指定管理料のうち、「修繕費」は年度末に精算します。

修繕費の精算は、原則として松江市が仕様書の支出見込額で提示した修繕費の額に

対する不用額の精算とし、不足額の精算は行いません。 

（3）指定管理者は、自主事業により収入を得た場合、その収入を自らに帰属させるこ

とができます。なお、自主事業の実施にはあらかじめ松江市との協議が必要です。

また、自主事業を実施する場合には、条例・規則等に規定する施設の利用料等を支

払う必要があります。 

 

８ 申請の資格等 

この募集要項により申請をしようとする団体は、以下の資格要件の全てを満たしてい

る必要があります。 

（1）団体であること。（法人格の有無は問わない。） 



（2）松江市内に営業所等を置く又は置こうとするものであること。 

（3）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4に規定するものに該当

しないものであること。 

（4）会社更生法（平成 14年法律第 154号）、民事再生法（平成 11年法律第 225号）等

の規定に基づき更生又は再生手続をしていないものであること。 

（5）松江市が行う建設工事等の請負又は物品の製造の請負、売買等の指名競争入札に

ついて指名保留又は指名停止措置を受けていないものであること。 

（6）松江市税、消費税及び地方消費税について滞納がないものであること。ただし、

申請時点で松江市内に営業所等を置かない団体については、申請者の所在する市町

村民税について滞納がないものであること。 

（7）暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団

の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にない団体であるこ

と。 

（8）指定管理者の責に帰すべき事由により、2 年以内に本市又は他の地方公共団体か

ら指定の取消しを受けたものでないこと。 

（9）労働基準法等の労働関係法令の違反により公訴、送検又は命令等の行政処分（是

正勧告等の行政指導を除く。）を 2年以内に受けていないこと。 

(10) 自らが主体となって指定管理業務を行う予定であること。 

  ※「６業務の範囲」に掲げる指定管理者の業務の全てを他の者に委託してはならな

い。 

  ※主体となって指定管理業務を行う予定のない持株会社（私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）第 9条第 4項第 1号に規定

するものをいう。）、組合（民法（明治 29年法律第 89号）第 667条に規定する

ものをいう。）、有限責任事業組合（有限責任事業組合契約に関する法律（平成

17 年法律第 40 号）第 2 条に規定するものをいう。）及びこれらに類するものが

申請しようとする場合には、主体となって指定管理業務を行う予定の子会社又は

組合契約の当事者等とグループを構成すること。 

（留意事項） 

※ 複数の法人等で構成される団体（以下「グループ」という。）で申請される場合は

以下の点に留意してください。 

○ グループの適切な名称を設定し、代表となる法人等を選定してください。なお、

申請後の代表団体及び構成団体の変更は原則として認めません。 

○ グループの概要がわかる書類（グループの名称及び代表団体、構成団体の名称、

所在地、連絡先、業務及びリスク分担内容、グループに係る協定書等）を添付して

ください。 

○ 当該グループの構成団体は、別のグループの構成団体となる又は単独で申請す



ることはできません。 

○ 指定管理者指定申請書（様式第 1 号）、松江総合運動公園の管理運営に関する事

業計画書（別添 1）及び収支予算書（別添 2）以外の添付書類については、構成団

体ごとに提出してください。 

※ 松江総合運動公園の管理のために新たに法人等を設立する場合には、その法人等

の予定名称で、法人等設立予定の任意団体として申請してください。なお、この場合

10月上旬までに、登記事項証明書を提出してください。 

  ※ グループに係る協定書等については、申請時は未締結であっても差し支えありま

せんが、指定管理者の候補者となった場合には締結済の協定書等の提出を求めます。 

 

９ 申請の手続 

この要項により指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を提出期

間内に提出してください。 

（1）指定管理者指定申請書（様式第 1号） 

（2）松江総合運動公園の管理運営に関する事業計画書（別添 1） 

本要項の別紙 2（指定管理者選定審査基準）に記載している「具体的な審査項目」

については、事業計画書にもれなく記載してください。 

（3）松江総合運動公園の管理運営に関する収支予算書（別添 2） 

① 指定期間各年度分及び指定期間を通じての収支予算書を作成してください。 

② 修繕費については、松江市が仕様書の支出見込額で提示した修繕費の額とし、

その額を記載してください。 

③ 消費税及び地方消費税の税率は、この申請においては指定期間の全てにわた

って現行の 10％で計算してください。（経過措置、軽減税率に該当するものは

該当する税率で計算すること。） 

④ 自主事業を実施する場合は、自主事業に関する収支予算書を別個に作成し、

提出してください。 

（4）団体の概要書類 

① 定款又は寄付行為（法人以外の団体にあっては会則等） 

② 役員の名簿及び履歴書（役員の氏名、フリガナ、住所、生年月日を記載し、

職歴がわかる程度のもの） 

③ 当該団体の概要、過去 3年間の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産

目録又はこれらに準ずる書類（新規設立団体の場合は不要） 

④ 申請書を提出する日の属する事業年度における団体に関する事業計画書及び 

収支予算書 

  （5）その他証明等書類 

① 法人の登記事項証明書 



② 松江市税について、滞納（納期限が到来していないものを除く。）がない旨の

証明書（新規設立団体の場合は不要） 

ただし、申請時点で松江市に営業所等を置かない団体については、申請者の

所在する市町村民税について滞納がない旨の証明書（様式は当該市町村の定め

るものとします。） 

※ 法人に係る証明書発行の申請の際には、法人名の委任状が必要となりま

すので事前にホームページ等でご確認ください。 

③ 消費税及び地方消費税について、滞納（納期限が到来していないものを除く。）

がない旨の証明書（新規設立団体の場合は不要） 

④ 申請の資格を満たしている旨の誓約書（別添 3） 

⑤ 防火管理者の資格を有していることがわかるもの 

⑥体育施設管理士の資格を有していることが分かるもの。 

（6）提出部数 

① 上記（1）～（4）の書類：正本 1部、副本 9部 

② 上記（5）の書類    ：正本 1部、副本 2部 

（7）提出場所 

住  所 〒690‐8540松江市末次町 86番地 

   担当部局 松江市政策部スポーツ課 

電話番号 0852-55-5337 

Ｆ Ａ Ｘ 0852-55-5565 

（8）提出方法 

持参又は郵送 

（9）提出期間 

令和 2 年 7 月 13 日（月）から令和 2 年 8 月 31 日（月）午後 5 時 15 分まで。   

郵送の場合は書留とし、同時刻までの必着とします。 

（10）申請に当たっての留意事項 

① 提出された書類は、返却いたしません。 

② 提出された書類の内容を変更することはできません（軽微な修正は除きま

す。）。 

③ 申請書類の記載内容の誤り、漏れ等により、書類提出後に資料追加を求める 

場合があります。この場合の提出資料は原則参考として扱い、申請書類の修正 

としては扱いません。 

④ 申請に係る経費は、すべて申請者の負担とします。 

⑤ 提出された書類は情報公開の請求により開示することがあります。 

⑥ 提出された書類の一部については申請の資格を確認するための資料として

関係機関に提供する場合があります。 



 

 

 

１０ 仕様書等の配布 

（1）配布期間 

令和 2年 7月 13日（月）から令和 2年 8月 31日（月）までの毎日、午前 8時 30

分から午後 5時 15分まで。ただし、土・日曜日、休日は除きます。 

（2）配布場所 

「３ 問合せ先」に記載する場所。又は＜松江市ホームページ－事業者向け情報

－指定管理者－指定管理者公募のお知らせ＞からもダウンロードできます。 

（松江市ホームページ http://www.city.matsue.shimane.jp/） 

 

１１ 現地説明会 

現地説明会は次のとおり開催します。 

（1）開催日時 令和 2年 7月 22日（水）9時 30分から 12時まで 

（2）開催場所 松江総合運動公園 松江市営陸上競技場 

※ 現地説明会への参加を希望される団体は、7月 16日（木）までに松江市政策 

部スポーツ課（電話番号 0852-55-5337）に参加希望を電話でお伝えください。 

※ 現地説明会には、本募集要項及び仕様書を持参してください。 

 

１２ 質問事項の受付 

募集要項及び仕様書の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

（1）受付期間 令和 2年 7月 13日（月）から 8月 17日（月）まで 

（2）受付方法 質問票（別添 4）に記入の上、内容により「3．問合わせ先」に記載す

る担当部局に FAX又は電子メールで提出してください。 

※ 質問及び回答については、松江市のホームページ上でその概要を公表します。 

 

１３ 指定管理者の候補者の選定の基準 

（1）審査方法 

指定管理者の候補者の選定に当たっては、松江市公の施設に係る指定管理者の指

定手続き等に関する条例（平成 17年松江市条例第 396号）第 14 条の規定に基づき

設置された「松江市公の施設指定管理者選定審議会」（以下「選定審議会」という。）

において、下記の点を基準とし面接審査などにより総合的に評価して選考します。

（審査基準の詳細は別紙 2に記載） 

① 当該施設の運営において住民の平等な利用が確保されること。 

② 当該施設の効果を最大限に発揮するとともに効率的な管理が図られること。 



③ 当該施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。 

④ 前3号に掲げるもののほか、市長等が当該施設の性質等に応じて別に定める

基準。 

⑤ 別紙 2（指定管理者選定審査基準）に記載する配点合計の 60％（138点）を 

最低基準点とします。申請者が最低基準点に満たない場合、選定審議会の総合 

的な判断を踏まえ、指定管理者の候補として、適格者としない場合があります。 

 

（2）審査の内容 

① 応募の書類の確認 

団体からの提出書類について公園緑地課及びスポーツ課で確認します。申

請資格を満たしていない場合は失格となります。また、申請書類の提出漏れが

ある場合、提案内容が仕様書の内容を満たしていない場合等により、適正な選

定審議が困難であると市が判断した場合も失格となります。失格の場合、選定

審議会において面接審査の対象とせず、指定管理者の候補者に選定しません。 

② 選定審議会 

選定審議会では、提出された申請書類によるプレゼンテーション（1団体 20

分）を行っていただきます。追加資料の提出は認めません。 

提案内容について総合的に審査し、指定管理者の候補者を選定します。 

③ 審査結果の通知 

審査の結果は、応募団体に郵送で通知します。 

④ 選定結果の公表 

選定審議会の選定結果については、指定管理者の指定後、次の項目を市 

ホームページに公表します。 

 ア 指定管理者名及び所在地 

 イ 応募団体数 

 ウ 選定審議会における評価点数（プレゼンテーションを行った全応募 

団体の評価点数） 

       ※指定管理者となった団体名以外は公表しません。 

 

１４ 指定管理者の指定及び協定 

上記により選定した団体を指定管理者の候補者として、令和 2年 11 月定例松江市議会

へ提案し（予定）、議決されれば指定管理者として指定します。 

※ 指定管理者の指定は、法に基づく「行政処分」であり、同法に規定する「入札」で

はありません。 

議会の議決により指定管理者に指定されると、松江市公の施設に係る指定管理者の指

定手続きに関する条例に基づき当該施設の管理及び運営に関する詳細事項について協定



を締結しなければなりません。 

指定管理者の候補者に選定された団体は、「正当な理由」なく、協定の締結を拒むこと、

又は指定を辞退することはできません。 

また、指定管理者の候補者として選定されてから、議会で議決されるまでの間、又は議

決されてから指定期間開始までの間に「８ 申請の資格等」に記載する申請の資格を満た

さなくなる等、指定管理者として施設を管理させることが適当でない事象が発生した場

合には、指定管理者の候補者としての選定又は指定管理者の指定を取り消す場合があり

ます。なお、取消しの際に指定管理者（の候補者）に損害が生じても、松江市はその賠償

の責めは負いません。 

 

１５ 業務遂行の準備 

指定管理者に指定された後は、自己の責任及び負担において、令和 3 年 4 月 1 日から円滑

に松江総合運動公園の管理に係る業務を遂行できるように、人的及び物的体制を整えてく

ださい。なお、業務の引継ぎが必要な場合は、随時行うこととします。 

 

１６ 指標の設定 

（1）公の施設の目的を効果的に達成するため、指定管理者が取り組む活動の指標を下記

のとおり設定します。指定管理者は、この指標において自ら目標数値を設定し、達成

できるような事業計画を作成した上で、活動を行ってください。 

指標分類 指標 数値 

インプット指標 ・配置職員数 

 

・7 名（管理 4 名、受付 3

名） 

アウトプット指標 ・松江市営陸上競技場利用者数 

・松江市営補助競技場利用者数 

・松江市営野球場利用者数  

・松江市営庭球場利用者数  

・こどもスポーツ広場利用者数 

・自主事業の実施数 

年間目標 59,000人以上 

年間目標 64,000人以上 

年間目標 40,000人以上 

年間目標 61,000人以上 

年間目標 8,000人以上 

年間目標 12事業以上 

（公園施設 1 事業以上、体

育施設 11事業以上） 

アウトカム指標 ・成人の週 1回以上のスポー

ツ実施率（松江市まちづく

りのための市民アンケー

ト調査により） 

目標 65％程度 

  ※ 「アウトプット指標」は指定管理者が行う活動そのものの結果、「アウトカム指

標」は活動によって市民等にもたらした成果・価値（施設の設置目的にどれだけ貢



献したか、市民等にどのような影響をもたらしたか）を示します。 

（2）松江市は、指定管理者から提出される年間事業報告書及び月別事業報告書等により、

指標の達成状況等を確認します。 

 

 

１７ 指定管理者の業務実施に関する評価 

指定管理者の活動状況については、毎年度、設定した指標等に基づいて評価を行い、そ

の結果を松江市のホームページ等で公表します。 

 

１８ 調査等及び監査 

松江市は、指定管理者の管理する施設の適正を期すため、必要があると認めるときは、

指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、

又は必要な指示をすることができます。指定管理者がこれに従わない場合、松江市は指定

管理者の指定を取り消すことができます。 

また、監査委員等が松江市の事務を監査するのに必要があると認める場合、指定管理者

に対して出頭を求め、実地に調査し、又は帳簿書類その他の記録の提出を求められる場合

があります。 

 

１９ 指定期間満了以前の指定の取消し 

（1）松江市は指定管理者が「１８ 調査及び監査」の指示に従わないとき、法令及び条

例に重大な違反をしたとき、その他指定管理者の責任に帰すべき理由により指定管理

者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は

期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じることができます。 

（2）上記（1）により指定管理者の指定が取り消され、又は業務停止となった場合、指

定管理者に損害が生じても、松江市はその賠償の責めは負いません。 

（3）指定管理者から指定の取消しの申出があった場合には、取消しの可否、損害賠償等

必要な事項について双方で協議して対応を定めます。 

 

２０ その他 

 (1) 本件公募は指定管理者候補者を選定するために実施するものであり、この度提案

いただく事業計画は公募提案用です。したがって、指定管理者候補者に選定された

際は、別途事業計画書を提出し、市の承認を得る必要があります。 

  (2) 本件指定管理について、原則として、現行の施設、備品の管理を行うものであり、 

指定管理開始前に、指定管理者予定者による要望による施設の改修、新規備品の購 

入、施設運用の変更については原則行いませんのでご留意ください。 

  (3) 本件公募に係る募集要項、仕様書等については、新型コロナウイルス感染症の影響 



が生じる前の状況を基に作成しています。本件提案にあたっては、新型コロナウイ 

ルス感染症の影響は考慮せず、事業計画、収支予算等を提案してください。 

   (4) 指定期間中に、新型コロナウイルス感染症等による影響が生じた場合は、市及び 

指定管理者は、施設の運営、指定管理料の取り扱い等について、協議の上、対応する 

こととします。 

  



別紙 1 

 

個人情報取扱特記事項 

 

 

（基本的事項） 

第 1条 指定管理者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この協定による業務の実施に当

たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わな

ければならない。 

（秘密の保持） 

第 2 条 指定管理者は、この協定による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしては

ならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第 3条 指定管理者は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その

業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集し

なければならない。 

（適正な維持管理） 

第 4条 指定管理者は、この協定による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、

滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じ

なければならない。 

（個人情報の持出しの禁止） 

第 5条 指定管理者は、この協定による業務の実施に当たって、個人情報を事業所から持ち

出してはならない。 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第 6 条 指定管理者は、この協定による業務に関して知り得た個人情報をこの協定による

業務の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（再委託の禁止） 

第 7条 指定管理者は、松江市が承諾した場合を除き、この協定による業務を自らが行い、

第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

（第三者への委託等の準用） 

第 8条 この特記事項は、指定管理者が、松江市の承諾に基づき、この協定による業務を第

三者に委託し、又は請け負わせるときに準用する。 

（従業者の明確化） 

第 9条 指定管理者は、個人情報を取扱う業務に従事している者を明確にし、松江市から要

請があったときはその者を速やかに報告するものとする。 

 



（従業者に対する教育及び監督） 

第 10条 指定管理者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において

もこの協定による業務に関して知り得た 個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は

不当な目的に使用した場合には、罰則が科せられることその他個人情報の保護に関して

必要な事項を教育するとともに、その監督を行うものとする。 

（複写又は複製の禁止） 

第 11 条 指定管理者は、この協定による業務を処理するために松江市から引き渡された個

人情報が記録された資料等を松江市の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（資料等の返還等） 

第 12条 指定管理者は、この協定による業務を処理するために、松江市から引き渡され、又

は指定管理者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この協定の完

了後直ちに松江市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、松江市が別に指示したと

きは当該方法によるものとする。 

（調査） 

第 13条 松江市は、指定管理者がこの協定による業務を処理するに当たり、取り扱っている

個人情報の状況について、随時調査することができる。 

（事故報告） 

第 14条 指定管理者は、この協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知

ったときは、速やかに松江市に報告しなければならない。 

（事故発生時の責任） 

第15条 指定管理者は、個人情報の漏えいにより松江市及び第三者に損害を与えた場合は、

その損害額等について協議のうえ、この協定及び特記事項の終了又は解除の有無に関わら

ず、この協定の定めに従うものとする。 

（改善） 

第 16条 松江市は、指定管理者がこの協定による業務を処理するために取り扱っている個

人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、指定管理者に対して必要な改

善をさせることができる。 



別紙 2 

 

松江総合運動公園指定管理者選定審査基準 

審査基準 具体的な審査項目 配点内訳 

1 

住民の平等な利

用の確保に関し

て 

１－１ 平等な利用のために適切な方策がとられているか 10 

2 

施設の効果の最

大限の発揮及び

施設の効率的な

管理に関するこ

と 

２－１ 事業計画の内容が施設の設置目的に沿ったものになっているか 10 

２－２ 適切な数値目標が設定されているか 10 

２－３ 利用促進（自主事業を含む）のための計画が練られているか 20 

２－４ 
利用者等のニーズの把握や自らの管理運営状況をチェックするモニ

タリング体制が優れているか 
10 

２－５ 利用者のサービス向上につながる優れた提案となっているか 10 

２－６－１ 

収支計画は適切かつ実現可能であるか 

（過大な収入が見込まれている、必要な経費が支出に計上されてい

ないなど、不適切な点はないか） 

20 

２－６－２ 

指定管理料の上限額に対する経費縮減 

（上限額からの減額が大きいほど高得点） 

算式 

 配点 ×（上限額 － 提案額）／（ 上限額 － 審査基準額 ）  

※審査基準額は、公募の状況（新規、更新）によって設定します。 

※上限額、応募団体の提案額は、指定期間の平均額とします。 

※点数の算出に伴う小数点以下は切り捨てます。 

20 

3 

施設の管理を安

定して行う物的

能力及び人的能

力に関すること 

３－１ 安定した運営ができる財務状況であるか 10 

３－２ 

同類施設の運営実績があり、運営ノウハウを有しているか 

（業務委託を予定している場合、その委託の範囲は適正か。また、

施設の管理が適切に実施されるか） 

10 

３－３ 
公園施設として利用者が快適に利用できる環境を整えるための維持

管理計画が立てられているか 
10 

３－４ 
体育施設として利用者が快適に競技できる環境を整えるための維持

管理計画が立てられているか 
10 

３－５ 事業計画を実施するための適正な組織・人員体制が練られているか 20 

３－６ 施設管理に必要な有資格者(経験者)等が確保されているか 20 

３－７ 
業務従事者への研修等が十分に確保されているか 

(安全対策、個人情報保護等) 
10 

  ３－８ 
緊急時、災害時の対応策や利用者の安全が十分考えられており、責

任者や連絡体制が明確にされているか 
10 

  ３－９ 利用者からの苦情・要望への対応策は適切か 5 

4 
地域活性化への

貢献 

４－１ 
地元との連携や協働による事業展開など、具体的提案がなされてい

るか。 
5 

４－２ 
市民を雇用する計画があるか。（現在当該業務に従事している職員

を雇用する計画があるか。） 
5 

5 その他 ５－１ 関係法令、条例等を遵守するための責任体制は整えられているか。 5 
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